
（別紙１）

兵庫県

１－１　借受・転貸面積（令和５年度）

促進計画
集積計画
(一括方

式)
配分計画

集積計
画

農地法
3条

賃借 使用貸借 田 畑
（樹園地以外）

畑
（樹園地）

1年未満
1年以上
2年未満

2年以上
4年未満

4年以上
6年未満

6年以上
10年未満

10年以上
15年未満

15年以上

574 7 567 1 - 108 466 543 31 - - 0 0 1 191 323 58 

転貸面積（※１） 574 7 567 - 108 465 542 31 - - 0 0 1 191 323 58 

うち新規集積面積（※１） 201 1 200 - 70 131 190 11 - - 0 - 0 99 90 11 

※３：登記簿地目ではなく、現況地目で区分し記載すること（１－２でも同様）。

１－２　累計（令和５年度末時点）※１

賃借 使用貸借 田 畑
（樹園地以外）

畑
（樹園地）

1年未満
1年以上
2年未満

2年以上
4年未満

4年以上
6年未満

6年以上
10年未満

10年以上
15年未満

15年以上
平地

農業地域
中山間

農業地域

借受面積（①） 7,629 898 6,732 7,349 280 1 - 0 19 2,787 1,787 2,890 146 2,650 4,980 

7,472 897 6,574 7,230 242 1 - 0 19 2,778 1,723 2,807 145 2,594 4,878 

　 2,353 283 2,070 2,276 76 0 - 0 6 875 543 884 46 726 1,627 

157 0 157 

　 29 - 29 

　 99 - 99 

　 - - - 

　

0.98 

※令和５年度末までに権利発生したものを記載すること。 984.782 1269.07

※１：借受面積は、令和５年度末時点で現に農地中間管理権を取得している全面積、転貸面積は令和５年度末時点で現に転貸している全面積とし、当年度以前に解約・解除した面積は含まない。

※２：新規就農者、新規参入者等へ転貸する目的であらかじめ中間保有している全面積を記載すること。

※３：研修（農地中間管理事業の実施に関する法律第２条第３項第７号）を実施するために確保した面積を記載すること。

※４：令和５年度末時点の残期間で区分し記載すること（利用権設定時の存続期間でないことに注意）。

１－３　遊休農地の借受・転貸面積（令和５年度） １－４　遊休農地の借受・転貸面積（令和５年度末時点の累計）

借受面積（※１）

転貸面積（※２）

事業報告書（様式）

※１：「転貸面積」、「うち新規集積面積」には、過年度に農地中間管理権を取得し、令和５年度に転貸した面積を含む。　「うち新規集積面積」には、特定農作業受託により既に担い手が農作業を行っていた農地は含まない。

※２：過年度に農地法第３条第１項１４の２の届け出又は農用地利用集積計画を公告し、令和５年度に権利発生したもの及び過年度に農用地利用配分計画を認可公告し、令和５年度に権利発生したものを含む。

※４：農地中間管理権を取得した農地の借受または転貸の期間の区分ごとに面積を記載する。（年度末の残存期間でないことに注意）。

1.18

ストック
３月末までに権利
発生したもの うち農地バンク自

ら解消した面積

1.18 1.18

地域類型別地目別 残期間別（※４）

うち研修実施のために確保した面積

うち転貸面積（②）

※３：「農地バンク自ら」には、委託して解消したものを含む。

累計
（ストック）

転貸率②/①

0.55

0.55

0.55

うち作業委託で管理している面積

うち新規就農者等へ転貸するために確保した面積
（※２）

うち条件整備中の面積

フロー
３月末までに権利
発生したもの
（※２）

うち農地バンク自ら
（※3）解消した面積

※２：※１及び上記１－１の※２と同じ。

※１：農地法第30条の規定による利用状況調査で遊休農地（農地法第32条第１項第１号及び第２号の農地
をいう。以下同じ。）と判断された農地であって、かつ、借受時点で遊休農地であったものを、令和５年度中に
機構が借り受けた面積を記載すること。

借受面積

転貸面積

１　借受・転貸状況

設定期間別

借受面積

計画の別 権利の種類別

３月末までに権利発生したもの（※２）

地目別（※３）
合計

（フロー）

左記の期間（※４）

うち新規集積面積

うち機構が管理している面積(③)

権利の種類別



転貸先 経営体数 転貸面積※１

（１）地域内の農業者 784 556.1 

うち個人 711 408.1 

①担い手 152 183.2 

ア．認定農業者 87 129.1 

イ．認定新規就農者 36 42.3 

ウ．基本構想水準到達者 29 11.8 

②担い手以外 559 224.9 

うち法人 73 148.0 

①担い手 73 148.0 

ア．認定農業者 73 148.0 

　A．うち企業

　　うち農外から参入した企業

イ．認定新規就農者

ウ．基本構想水準到達者

②担い手以外

うち認定農業者等以外の農外から参入した企業

うち企業

うち農外から参入した企業

（２）地域外からの参入者 7 17.7 

うち個人 - - 

①担い手 - - 

ア．認定農業者

イ．認定新規就農者

ウ．基本構想水準到達者

②担い手以外

うち法人 7.0 17.7 

①担い手 7.0 17.7 

ア．認定農業者

　A．うち企業

　　うち農外から参入した企業

イ．認定新規就農者

ウ．基本構想水準到達者 7 17.7 

②担い手以外

うち認定農業者等以外の農外から参入した企業

うち企業

うち農外から参入した企業

（１）と（２）の合計（※３） 791 573.8 

※１：担い手の範囲には集落営農経営も含めるが、転貸先とはならないため、本表では不掲載。

２　転貸先の状況（令和５年度事業分）

※２：各経営体数の欄は、複数地域で農地の転貸を受け、各地域で計上されて重複している経営体であって
　　　 も、１つの経営体としてカウントすること。

※３：複数地域で転貸を受けたことによる重複を除いた数を記載すること。（延べ数ではない）



３　市町村別（又は地域別）の借受・転貸状況及び担い手への集積の状況

別表のとおり

転貸先 経営体数 転貸面積

（１）既に農業経営を行っている農業者 675 365.8 

うち個人 675 365.8 

①担い手 116 140.9 

ア．認定農業者 87 129.1 

イ．認定新規就農者

ウ．基本構想水準到達者 29 11.8 

②担い手以外 559 224.9 

うち法人 - - 

①担い手 - - 

ア．認定農業者

　A．うち企業

　　うち農外から参入した企業

イ．認定新規就農者

ウ．基本構想水準到達者

②担い手以外

うち認定農業者等以外の農外から参入した企業

法人うち企業

うち農外から参入した企業

（２）新たに農業経営を行う農業者 116 208.0 

うち個人 36 42.3 

①担い手 36 42.3 

ア．認定農業者

イ．認定新規就農者 36 42.3 

ウ．基本構想水準到達者

②担い手以外

うち法人 80 165.7 

①担い手 80 165.7 

ア．認定農業者 73 148.0

　A．うち企業

　　うち農外から参入した企業

イ．認定新規就農者

ウ．基本構想水準到達者 7 17.7 

②担い手以外

うち認定農業者等以外の農外から参入した企業

法人うち企業

うち農外から参入した企業

（１）と（２）の合計 791 573.8 

【参考】既存経営体・新規参入経営体別の転貸先の状況（令和５年度事業分）



　農地バンク法が施行されて、この10年間に基盤法による農地利用集積に加え
て加速的に担い手への集積配分が進められることになった。本県では、令和４年
度までの９年間で、耕地面積72,847ha(令和2年)のうちバンク活用面積6,899ha
で、9.5％の実績となった。この期間は、機構集積協力金やバンク活用者への農
業機械補助、機構関連基盤整備事業との連携(平成30年～)、いきいき農地バン
ク方式の推進(令和元年～)、などによって、着実な実績が積み上がった。
　10年目となった令和５年度は、農地バンク法改正の移行期間にあたり、機構の
役割が大きく変わる中で、次の項目を中心に農地バンクの推進を図った。その結
果、バンク活用面積574haで、累計で10.3％の実績となった。
(1)地域計画策定への協力を通じた市町・農業委員会・JA等関係機関との連携に
よる農地バンクの利用推進
(2)農業委員会等との連携による出し手・受け手の掘り起こし
(3)いきいき農地バンク方式の推進
(4)農地の集積・集約につながる担い手組織との連携推進
✓地域計画区域で重点的に事業推進を図ることになり、計画策定には一定の期
間を要することから、計画が策定されるまでの間は、引き続き地元の農業情勢に
詳しい農業委員会等との連携を図り、農地バンクの利用を進めていった。農業委
員と農地バンクで14回の情報交換と意見交換をしたほか、県下５ブロックで農業
委員会の研修会を実施した。
✓地域計画の策定により、担い手への農地の集積・集約化の加速化が期待され
ることから、農地バンクとしても計画策定への協力が不可欠である。これまで推
進してきた「いきいき農地バンク方式」は、地域計画の「策定」と「実現」を併せて
行う効果的な手法であることから、同方式を推進した。新たに12市町26地区で取
り組みが行われた。
✓農業経営基盤強化促進法の改正や契約期間の満了に伴う更新手続きにより
契約件数の激増が予想されることから、適正かつ効率的な業務執行が確保され
るよう、事務処理要領の見直しのほか、WEB会議などを活用して市町説明会を4
回実施した。
✓農地バンクが、市町が策定する地域計画策定の協議の場へ参加した回数は
令和５年度に76回となった。

４　機構実績の評価、取組事例

令和５年度の機構実績について定量的な記載も交えて記載し実績を評価してください。また、取組事例や研修の実績
についても具体的に記入してください。記入にあたっては、令和５年度に実施した農地バンクヒアリング調査票等を参
考に記入をお願いします。



（別　表）

単位：ha
市町村 機構 機構

（又は細分化） 借受面積 転貸面積
（ストック） （ストック）

① ②

神戸市 231.0 130 101 207 24 - - - 1 4 73 142 12 231 231.0 130 101 221 10 - - - 1 4 51 164 12 231 100% 0.0 0.0 0.0

西宮市 0.0 - - - - - - - - - - - - - 0.0 - - - - - - - - - - - - - - 0.0 0.0 0.0

宝塚市 4.8 2 3 5 0 - - - - 2 2 1 - 5 4.8 2 3 5 0 - - - - 2 2 1 - 5 100% 0.0 0.0 0.0

川西市 0.6 0 0 1 0 - - - - - - 1 - 1 0.6 0 0 1 0 - - - - - - 1 - 1 100% 0.0 0.0 0.0

三田市 187.3 25 162 183 4 - - - - 86 29 71 - 187 187.3 25 162 185 2 - - - - 86 28 72 - 187 100% 0.0 0.0 0.0

猪名川町 18.4 13 5 18 - - - - - 10 4 4 - 18 18.4 13 5 18 - - - - - 10 4 4 - 18 100% 0.0 0.0 0.0

明石市 4.3 2 2 4 0 - - - - - 2 2 - 4 4.3 2 2 4 0 - - - - - 2 2 - 4 100% 0.0 0.0 0.0

加古川市 241.2 7 234 230 11 - - - - 116 34 89 1 241 241.2 7 234 238 3 - - - - 116 23 100 1 241 100% 0.0 0.0 0.0

高砂市 0.5 0 - 0 0 - - - - - - - 0 0 0.5 0 - 0 0 - - - - - - - 0 0 100% 0.0 0.0 0.0

稲美町 212.0 7 205 211 1 - - - - 26 72 114 - 212 212.0 7 205 209 3 - - - - 26 72 114 - 212 100% 0.0 0.0 0.0

播磨町 0.0 - - - - - - - - - - - - - 0.0 - - - - - - - - - - - - - - 0.0 0.0 0.0

西脇市 189.1 26 163 184 5 - - - - 28 19 138 4 189 189.1 26 163 184 5 - - - - 28 18 139 4 189 100% 0.0 0.0 0.0

三木市 247.2 92 155 229 19 - - - - 19 110 116 2 247 247.2 92 155 229 19 - - - - 19 110 116 2 247 100% 0.0 0.0 0.0

小野市 312.0 75 237 310 1 - - - 2 97 48 165 - 312 312.0 75 237 310 1 - - - 2 97 48 165 - 312 100% 0.0 0.0 0.0

加西市 520.1 - 520 503 17 - - - 0 320 46 153 - 520 510.1 - 510 493 17 - - - 0 320 44 145 - 510 98% 10.0 0.0 10.0

加東市 141.3 12 129 141 0 - - - 2 65 18 57 - 141 140.3 12 128 139 1 - - - 2 65 18 56 - 140 99% 1.0 0.0 1.0

多可町 185.4 33 152 185 0 - - - 1 76 33 76 - 185 185.4 33 152 185 0 - - - 1 73 34 78 - 185 100% 0.0 0.0 0.0

姫路市 670.5 58 613 662 8 - - - 7 439 67 154 5 671 624.5 58 567 617 7 - - - 7 439 63 111 5 625 93% 46.0 0.0 46.0

神河町 296.3 - 296 292 4 0 - - - 139 45 113 - 296 296.3 - 296 292 4 0 - - - 139 42 116 - 296 100% 0.0 0.0 0.0

市川町 146.0 44 102 144 2 - - - - 111 - 35 - 146 112.0 44 68 110 2 - - - - 110 - 2 - 112 77% 34.0 0.0 34.0

福崎町 203.8 0 204 200 4 - - - - 104 16 48 36 204 203.4 0 203 199 4 - - - - 104 16 48 36 203 100% 0.4 0.0 0.4

相生市 54.4 - 54 54 0 - - - - 26 2 26 - 54 54.4 - 54 54 0 - - - - 26 2 26 - 54 100% 0.0 0.0 0.0

たつの市 388.2 - 388 380 8 - - - 1 280 71 36 - 388 388.2 - 388 380 8 - - - 1 277 74 36 - 388 100% 0.0 0.0 0.0

赤穂市 220.5 - 221 219 2 - - - 0 53 106 61 - 221 220.5 - 221 218 3 - - - 0 52 107 61 - 221 100% 0.0 0.0 0.0

宍粟市 116.5 - 117 114 2 - - - - 65 27 25 - 117 116.5 - 117 113 3 - - - - 65 26 26 - 117 100% 0.0 0.0 0.0

太子町 46.6 - 47 46 0 - - - - 13 9 25 - 47 46.6 - 47 46 0 - - - - 13 9 25 - 47 100% 0.0 0.0 0.0

上郡町 201.4 1 201 200 1 - - - 1 47 53 100 - 201 201.4 1 201 200 1 - - - 1 47 52 101 - 201 100% 0.0 0.0 0.0

佐用町 256.4 - 256 252 4 - - 0 1 115 66 74 - 256 256.4 - 256 252 4 - - 0 1 114 66 75 - 256 100% 0.0 0.0 0.0

豊岡市 1,155.3 134 1,022 1,132 23 - - - 3 300 302 533 18 1,155 1,155.3 134 1,022 1,132 23 - - - 3 300 302 533 18 1,155 100% 0.0 0.0 0.0

香美町 59.0 3 56 58 1 0 - - - 3 22 34 - 59 59.0 3 56 57 2 0 - - - 3 22 34 - 59 100% 0.0 0.0 0.0

新温泉町 88.9 - 89 55 34 - - - - 52 25 2 10 89 88.9 - 89 55 34 - - - - 52 25 2 10 89 100% 0.0 0.0 0.0

養父市 178.8 17 162 175 4 - - - - 26 7 146 - 179 178.8 17 162 175 4 - - - - 26 7 146 - 179 100% 0.0 0.0 0.0

朝来市 127.8 1 127 98 30 - - - - 27 54 47 - 128 99.8 1 99 98 2 - - - - 27 54 19 - 100 78% 28.0 0.0 28.0

丹波篠山市 313.9 122 192 310 4 - - - - 38 170 106 - 314 298.9 122 177 295 4 - - - - 38 151 110 - 299 95% 15.0 0.0 15.0

丹波市 287.7 16 271 284 3 - - - - 50 130 108 - 288 284.7 16 268 281 3 - - - - 50 130 105 - 285 99% 3.0 0.0 3.0

洲本市 71.0 5 66 69 2 - - - - 9 29 19 14 71 70.7 5 66 69 2 - - - - 9 29 19 14 71 100% 0.3 0.0 0.3

南あわじ市 29.4 5 24 29 0 - - - - 4 6 19 0 29 10.4 5 5 10 - - - - - 4 5 1 - 10 35% 19.0 0.0 19.0

淡路市 221.7 66 155 163 58 - - - - 37 88 52 44 222 221.0 66 155 154 67 - - - - 37 84 56 43 221 100% 0.6 0.1 0.5

市町村計 7,629.2 897.6 6,731.6 7,348.9 279.7 0.6 0.0 0.2 18.9 2,786.7 1,787.3 2,890.2 145.9 2,649.7 4,979.5 7,472.0 897.5 6,574.5 7,229.7 241.7 0.6 0.0 0.2 18.9 2,777.7 1,723.1 2,807.1 144.8 2,593.7 4,878.2 98% 157.3 0.1 157.1

権利の種類別 地目別 残期間別

賃借 4年以上
6年未満

使用貸借 田 畑
（樹園地以外）

畑
（樹園地）

1年未満 1年以上
2年未満

2年以上
4年未満

10年以上
15年未満

15年以上

残期間別

1年未満 4年以上
6年未満

6年以上
10年未満

2年以上
4年未満

1年以上
2年未満

地域類型別

平地
農業地域

中山間
農業地域

機構管理
面積

権利の種類別

賃借 使用貸借6年以上
10年未満

10年以上
15年未満

15年以上
②/①

地域類型別

平地
農業地域

中山間
農業地域

権利の種類別

賃借 使用貸借

地目別

田 畑
（樹園地以外）

畑
（樹園地）

「地目別」、「残期間別」及び「地域類型別」の面積の合計と、借受又は転貸面積との差が１以上の場合、セルが着色されま
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